
安全方針（貸切バス・タクシー手配に関する取り組み） 

１．基本方針 

当法人は、地域に根ざした観光振興を目的とする NPO 法人として、 

安全・安心な旅行の実施を最優先事項と位置づけております。 

旅行業法に基づく 

旅行業登録番号：静岡県知事登録 地域限定旅行業 第２９号 

のもと、法令遵守と安全確保を徹底し、公共性を有する団体として社会的責任を果たしてまいります。 

 

２．貸切バス事業者の選定方針 

当法人は、国土交通省が推進する 

• 「安全運行パートナーシップ宣言」 

• 「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」 

の趣旨を踏まえ、以下の基準に基づき貸切バス事業者を選定しております。 

（１）法令遵守状況の確認 

• 行政処分歴の確認 

• 運行管理体制の整備状況の確認 

（２）適正運賃の遵守 

• 国土交通省公示の貸切バス運賃・料金制度に基づく契約 

• 下限額を下回る不当な価格での発注は行わない 

• 過度な値引き要求を行わない 

（３）無理のない運行計画 

• 運転者の休憩時間・拘束時間基準の遵守 

• 夜間・長距離運行における安全配慮 

• 天候や交通状況を考慮した余裕ある行程設定 

 



３．タクシー事業者との連携 

当法人が実施する周遊ツアー等においては、 

道路運送法に基づく許可を受けたタクシー事業者と連携し、安全確保に努めています。 

• 法令に基づく営業許可の確認 

• 運転者教育・安全管理体制の確認 

• 地域道路事情に精通した事業者との連携 

• 気象状況・山岳道路状況を踏まえた安全運行判断 

特に富士山周辺地域においては、山岳道路・冬季閉鎖・濃霧・路面凍結等のリスクを踏まえ、安全を最優

先とした運行判断を行っています。 

 

４．記録および透明性の確保 

当法人は、 

• 選定理由 

• 見積書 

• 運賃根拠資料 

• 行程計画書 

を適切に保存し、必要に応じて提示できる体制を整備しております。 

公共性を有する NPO 法人として、透明性の確保に努めております。 

 

５．継続的な安全向上への取り組み 

当法人は、地域の貸切バス事業者およびタクシー事業者と継続的に連携し、情報共有を行いながら、安

全水準の向上に取り組んでまいります。 

地域観光の発展は、安全の確保なくして成り立ちません。 

今後も社会的責任を自覚し、安心して参加いただける旅行の提供に努めてまいります。 

 

 


